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貿易における利用港湾選択基準に関する一考察

一一名古屋港の場合一一

回以：

l はじめに

2. ケース ・スタディ の総要

3. 士山区別調査結果

4. 調査結果（まとめにかえて）

1. はじめに

岡崎不二男

（明治学院大学）

森 茂 也

（南山大学）

木 村武彦

（名古屋港管理組合）

乙の報告は，わが国の五大港（東京，横浜，名古屋，大阪および神戸）利用

の現状に関する次の三つの問題

① 国民経済的視点から見た，五大港利用の機能的関係

②通関集貨機能と場積機能との分離が，特に輸出荷物に関して顕著となる

l宇1で，主要外貿港湾の利用度噌大とは何か

③ 特に輸出貨物の出荷主が，利則港湾を選択する基準は何か

をめぐる一連の研究のうち，主として第三の問題に答えるため，名古屋港背後

士山を対象として試みたケース・スタディの成果の概要と，そζからの帰結を要

約したものである。

われわれの一連の研究は，第一の問題に対して，国民経済の輸出入規模拡

大，産業構造の拡充発展，外貿貨物輸送合理化の流れの中で，五大港相互が，

完全に補完というには，程遠い部分的な機能分化を伴いつつも ，現状では最適
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状態への収束について保証のない，不完全な競争状態にある事実を，主として

既存の統計から導いている。さらに第二の問題に関しては，特に輸出貨物に関

して各港湾経済の個別的視点、からすれば，通関集貨量拡大と共に，自港積比を

少なくとも 1とすること（完全利用）が，当然の目標とされてきたものの，船社

サイド，特に運賃同盟の行動は，港湾の通関集貨機能と自港船積機能との＊離

を進行させる趨勢を生み出している事実，並びに国民経済的視点から見た効率

性基準からすれば直ちに包括的，一般的基準とは認め難い点が明らかにされて

L、る。

このような帰結K，一層確実な根拠を与えるためには，われわれは，荷主が

現実に，どのよ うな弘if¥l¥iと基づいて利用港湾を選択するかを，体系的に明らか

にしなければならない。われわれは，この目的に答えるため，名古屋港背後地

を対象とするケース・スタディの成果から，幾つかの帰結を導く乙ととする。

2. ケース・スタディの概要

輸入の場合の港湾選択は，直背後地の産業配置構造と密接な関係を有してい

る。

「金属鉱物」 ， 「石炭」等の原燃料輸入は，高エネjレギ一基幹産業の分散配

置政策により全国各港に分散されている。

「穀物 （撤）」の場合は，人口分布に応じて，大都市港湾にサイロ等の第一

次貯蔵施設が配置されているため，比較的陸揚通関港が集中している（l）。

ζれに反して，輸出の場合，ど乙の通関港が選ばれ，船積港がど ζに指定さ

れるかは，より復雑な要因がある。

乙の点、花関して，従来数多くの仮説が，さまざまな機会にたてられてきた

が，企業 （生産者，各額商社，海貨通関業者等）の意志決定lとぞくする問題で

あるだけに，第三者による系統的な調査は，まったくなかったといってよい。

今回の調査では，輸出の場合の利用港湾選択基準に関して，名古屋港を事例

lとして，その要因を整理して帰納化するため，高度に定性的な企業の考え方を

直接面接で調査した。その方法は次のとおりである （問和51年 1月～8日実
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施）。調査にあたっては， ／~：集団から有意水準を満足するサイズの， 無作為抽

出による標本を選んで，有意な統計的推測を試みる方法を避け，有意抽出によ

る標本を調査対象とした。名古屋港利用に関して，分水嶺地域を過去の実績か

ら定め，その地域の輸出品目のすべてについて，輸出量上位の事業所1ないし

は2を選び， ζれについて面接調査を行なった。

ζの場合の分水嶺地域とは， 士山理的距離によって決定されるものではない。

しかし，伝統的な立地論K立った説明原理として，従来ある地点で生産された

輸出貨物が，どの港湾に集貨されるかを説明する重要な要因として，生産地か

ら港湾までの陸上輸送費の極小化が利用港湾選択基準として，しばしば考えら

れてきた。

例えば，ある地点の生産物が，名古屋港又は神戸港へ通関集貨される陸上輸

送に伴うコスト ・パーフォーマンスを比較したとき，相対的優位にある港へ輸

出貨物が持ち込まれるという説明は極めて説得力がある。

確かに相興なる港へ陸送する場合の輸送費の変動は，決して無視できない大

きさとなる ζとが多い。しかし，乙のような経路別運賃はロットの大き注，ロ

ット発送頻度，ロット発送の規則性の有無等によって，同一l日自についてもケー

ス・パイ ・ケースで，可成り大きく変動する。 ζのため，既存のデータによっ

て調査対象地域から主要各港への陸上輸送貨を計算する ζとは不可能である。

周知のように， トラック輸送経費は， 認可料金t~＇けから単純に定める 乙 との

できるものではなく ，ロットの大きさの安定性，および生産者の出荷の規則性

が大きい程，荷主に対して有利な特約料金による輸送が行なわれている。 ζの

ことは，ある生産者が利用滋を選択するにあたって，陸上コス トに関して左程

鋭敏な反応を示さなかったり ，非合理と思える選択基Wiを示す結果Kなってい

る。 ζのため，｜陸上輸送費極少化基準は，利用港湾選択に対する説明原理とし

ては， 予租外に~~l 、支配力しかないと推測される。

このような事実から，分水嶺地域の抽出は，具体的には次のようになされ

た。即ち，ある地域から名古屋港への出荷とその他の外貿港湾，例えば東京，

横浜，清水及び神戸等への出荷が，経済lfll荷IE的にほぼ等しいと考えられる場
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合，あるいは実績から判断して，ある場合には名古屋港，ある場合には他の港

κ出荷されるかの何れかの場合を，その地域を分水嶺地域とみなした。 乙の限

りでは，名古屋市内も分水嶺地域であるが，圧倒的に名古屋港への集貨が多い

ため，名古屋市内は除外した。分水嶺地域として選ばれた地区，当港地区の輸

出品目，及び各調査対象企業（又は組合）数は，次に示すとおりである。

1. 浜松地区f木工工側事業所 2 

楽際 II … 一… …・・・・・・21輸送用機械 ρ ・2 

電子機部部品 II ・・…－・…・一一 1 

2. 一宮地区

毛織物業者組合及び染色業者……・……・各1

3. 関 ・多治見地区

刃物及び陶磁探業者組合及び陶磁器業者・.....各1

4. 高山地区

（木工家具事業所 3 

木製品（衛生材料） －… ………… 1 

5. 諌訪地区

［機械部1＇ゐ事業所 ・2 

光学機械 II ・……・・….......…..........…3

1工作機械 II ・ 2 

精密機械 II －… ・・・・ ・… ・・・・… …1

上記調査対象のほかに，名地区商工会議所，地区によってはジェトロ出張所

でも，やや第三者的な説明により，事業所からの調査結果を照合するため面接

調査を行なった。

3. 地区別調査結果

(1) 浜松地区

浜松から名古屋港への地理的問自rnと清水港へのそれとは，ほぽ同じである。

しかし，輸出貨物がコンテナ化される場合には，清水港寄港の有無にかかわら

ず荷主の通関選択にとって，名古屋港も清水港も無関心な関係lとある。なぜな

ら，双方の港とも，運賃同盟のCY・CFS 指定港となっているから，そ ζか
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らの陸上輸送費は，船社負担となっているからである。

浜松地区の調査結果に基づく詳細な記録から調査目的にとって，最も重要な

事項をとりだしたものが第3表である。 乙の表から，要約すると，次の6項目

のζとが解る。

① 通関集貨港（コンテナ貨物のCY・CF S）及び船積港（在来船貨物）

の選択にあたって，機械メーカーは陸上輸送費の極小化基準に配慮を払つ

ている。

② 楽器メーカーの場合（HMll,HM12）には，製品の特殊なハンドリ ン

グを重視して，港運業者のれ慣れ”を極めて重視している。

③ 直貿の場合，利用港湾選択権はメーカーにあるが，商社を経由する間質

の場合は，選択権が商社にある。

④ 製品輸出直前のコンパイン作業が必要な工作機プラント輸出の場合は，

関連部品メーカーが直背に多数存在する港湾が選ばれる（HM3の名古屋

港選択の場合）。 ζの場合港頭地区倉庫はアセンブリ ー・ ショップでもあ

る。

⑤ 清水港の船積み前通関制限時闘が，名古屋 ・横浜両港に比較して遅いこ

とは，港運業者との親近性と相まって大きな魅力となっている。

⑥ メーカーの一回あたり出荷量が比較的少なくなく，混載される場合は，浜

松地区から定期便の開設きれる港湾がメーカーによって選択される傾向が

ある。一般的にトラック運賃は，特約による場合が多く，極端な事例とし

ては，浜松地区工場製品と埼玉所在工場製品を清水港で‘コンテナに詰め合

わせる例もある。これは東京からの帰り便を特約料金で利用するため，メ

ーカーにとっては清水港は，東京 ・横浜両港より比較劣位にならず，多少

の比較劣位も港湾の慣熟利益を凌駕するものではない。

（め一宮地区

乙の地区の輸出品は，毛織物である。このため業態の特殊性を考えて，商工

会議所毛織物業者組合及び製品の最終仕上げ段階で、経由する染色整理業者につ

いて面接調査を実施した。その結果を要約すると次のとうりである。
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① 輸出毛織物は，紳士物及び婦人物に分けられるが，大部分は大阪に本社

をもっ商社を経由する。

② 輸出毛織物の最終仕上げ輸出検査は，一宮地区又は名古屋で完了し，集

貨港はすべて取扱商社の慣熟度の高い神戸港並びに一部横浜港が指定され

る。

③ ζのように生産者は，利用港湾指定に何の権限も持たない。しかし，毛

織物の場合，商社が往時の元卸の機能を受けつぎ，受註，柄の選定，機屋

の受注（毛織物商による一部原料支給を伴うこともある），手形再割取引

行為等，一貫メーカーの場合の機能の技術的側面以外の広汎な生産活動を

引きうけている面を見過とせない。

④ 輸出金融手形は，神戸港の場合，船積後2週間で換金できるが，名古屋

港の場合，書類の転送速度が遅いせいか，それより 2週間程遅れる。乙の

ゲインは，運賃の差をはるかに上廻っている。

⑤ 毛織物通関は，神戸 ・大阪の両港が慣れているせいか，名古屋港に比較

して，極めて順調に行なわれる点で，商社の利用港湾選択K現状維持的な

傾向を将来もとらせるものと考え られる。

(3) 関 ・多治見地区

闘については刃物，多治見については陶磁器について調査を実施した。刃物

の場合は，工程の細分化と同時に多品種にわたる製品が生産されていることが

特徴である。陶磁撚の：場合も ，工程のかなりの細分化と小規模生産者が事業所

中，圧倒的部分を占めるものという事実がある。乙れらに基き，それぞれ刃物並

びに向磁器事業所組合と後者については，数少ない一貫大規模メーカーで面接

を行ない，次のような結果をえた。

① 関の刃物輸出は，オイル ・ショック後は，対米40%，対欧40%，カナダ

5%，その他の5%シェアとなっているが，輸出額中30～35%直貿，残り

は雑貨専門商社経由である。輸出品生産中90%は，受注生産で，メーカー

と商社の関係は慣行を通じて安定的である。

② 関の刃物は，米 ・加向けは，コンテナ詰めされるため，名古屋港積の場
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合，陶磁器と神戸港積の場合，燕の洋食器との詰め合せが多い。

③ 経由商社を本社所在地で区分すれば，東京，名古屋，大阪，その他，4

: 2 : 3 : 1の構成比となるが，通関集貨量は，②のような事情もあっ

て，必ずしも乙の通りではない。直貿の場合は，利用港湾選択権は，メー

カーもしくは，直接契約相手のバイヤーがもら，大部分は，名古屋港利用

となる間貿の場合は商社の利用する海貨業者の都合により ，利用港が選ば

れる。按分は，名古屋港40%，神戸港40%，横浜港20%となっている。

④ 関から各利用港湾への陸上輸送費は，名古屋港までを1とすれば，神戸港

2，棋浜港4の割合になる。港湾への｜箆送は，自家用トラックで行なわれ

ている。それぞれ日程は，名古港日帰り，神戸港171白2日，横浜港271白3

日である。そのため配船の便のある限り名古屋港積をできる限り増加させ

ないが，名古屋港へのアクセス道路の渋滞が好ましくない。

⑤ 多治見地区の向磁器も，専門商社経由が大部分で最も，持込量の多いの

は，名古屋港である。重量があるため，陸上輸送費の安い至近の港湾が選

択されている。

(4) 高山地区

ζの地区の調査対象輸出品は，木工家具および特殊な綿棒である。調査対象

は，4事業所と商工会議所であるが，そのうち 1事業所は，現在輸出を行なっ

ておらず，もっぱら内需同製品を生産している。しかし高山での輸出のパイオ

ニアであっただけに，曲木細工食堂椅子メーカー2事業所の調査結果を照合す

る乙とにより ，精度を高めるのに有益であった。調査結果総括表は，第2表の

とおりであるが，乙れを要約すると，次のようになる。

① バイヤーを契約相手とする直貿による 2社（TFl,TF2）と商社を

経由するメーカー CTS 1）とてう利用港湾選択権が異なるというより

も，対米 ・豪コンテナ貨物として大部分を輸出する前者と，位向地ぞEc 
北欧にウェイトをおく後者で， 主として，名古屋港を利用するか，それと

も神戸 ・横浜港を利用するかの違いを生じている。

② 高山にとって名古屋港が距離的には優位であるが，輸出貨物が少量であ
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るために，配船の増加をもたらすまでにはなっていない。

(5) 諏訪地区

乙の地区は地理的距離では，東京 ・横浜の方が，名古屋よりやや近く，大部

分の輸出貨物は，東京，横浜に集貨されている。しかし後に示すように，発展

途上国へのノックダウンパーツ輸出品の場合，名古屋に本社をおく港運業者の

活発な活動が効を奏して，名古屋港持ち込み分が増勢を示している面がみられ

る。第2主主で定義した分水嶺地域として興味深い。

主要輸出品として，調査対象に取りあげたのは，機械（2事業所），時計

(1事業所），カメラ，光学総機（3事業所）である。第3表に調査結果が示

されているが，乙れは， 3項目に要約する乙とができる。

①総合商社経由の場合（SM1）は，商社の輸出業務に最も好都合な港

湾，即ち本社所在最寄りの港湾へ輸出貨物の持ち込みが指示される。

②周知のように，精密機器の生産が中心で、あるので，｜安上輸送費は，左程

利用港湾選択の決定要因にならない。然も乙の地区は，資本的，人的に東

京経済圏に属するため，本社を諏訪地区におく事業所でも輸出入業務の大

部分は，東京で処理されている。製品の性質上，専門商社経由が多く，持

ち込み港の選択については，メーカー側にも自由度はあるが， トラック定

期便が圧倒的に便利な東京へ向けての出荷が自然な流れである。

③ 既に指摘したように，地理的には名古屋は東京よりも苦干遠く，名古屋

への19号線の混雑，その上バイヤーの指定機会の多い外国船配船量も，名

古屋が繊浜より劣る等，名古屋港の相対的劣位は顕著である。それにもか

かわらず，名古屋を本拠地とする 1海運の活発かつ精力的なセールス活動

は，ノックダウンパーツの名古屋港向け出荷に著しい実績を確立している

点は注目される。無論， ζの背景には，東南アジア向配船では，名古屋は

横浜の配船に比較して，克服できない程の差異がないという事実がある。

4. 調査結果 （まとめにかえて）

各地区別の調査結果から，輸出の場合の利用港湾選択の基kft,(2)について，次
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のように整理をする乙とができる。

(1) 総合商社を経由して輸出する場合には通商集貨港および船積港の指定権

はすべて総合商社が握っている。乙の場合，通関手続及び船積手続に当つて

は，利用しなれた税関及び海貨業者を使用する意向が極めて強〈 ，総合商社本

社所在地直近の港湾が利用会れるのが大部分の事例である。総合商社とメーカ

ーとの仕切りの内容からみて，輸出品がコンテナ船積みの貨物となる場合 で

も，メーカー至近の運賃同盟指定のCY, CF Sから船積港へのフィ ーダー ・

サービスを考慮する必要を認めていない。

一方，総合商社は，輸出業務の大部分を中央で集中処理する ζとが得策と考

えているので，名古屋に本社をおく大規検総合商社がない以上，総合商社経由

の輸出品は、名古屋港への集貨は望めない。ただし，鉄鋼，化学工業品等の臨

海性立地工場κよる重量物はζの限りではない。

(2) 年聞を通じて出荷回数の多いメーカーは，l回のロットが大きい場合，

港頭地区倉庫をインベントリー機能として利用している。乙のζ とは，近代港

湾の将来計画にとって，インベントリー機能の重視は欠かせないζとである。

(3) 直貿に依存するメーカーのうち，バイヤーとの交渉によって，輸出契約

を行なう場合，バイヤーから利用船社を指定される場合が少なくないので，外

国船配船の多い横浜 ・神戸fζ比i鮫して，名古屋港利用はかなり制約されてい

る。

(4) 海外に販売法人，代理店などを持ち， i直貿に依存するメーカーの場合に

は，陸送運賃，船積諸チャージなどのコスト計算にあたって合理性を貰 ζうと

する志向が強く，工場が全国に分散されている場合は，港湾の分散利用が行な

われている。

大規模メーカーでも，工場がーカ所に集中している場合は，特定港湾の税

関，港運業者の償熱性を極めて，重視して港湾利用状況を維持しようとする傾

向が強い。

(5) 名古屋港選択が，他の港湾選択とf成長別な場合，さらに名古屋港が他の

港湾に対して相対的劣｛立にある場合でも，名古屋港を本拠とする港運業者の精
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力的セールス並びにサービス提供によって，相当量の名古屋港集貨を実現して

し、る。

(6) インランド ・デポは，自己通関検査を認められたメーカーの一部，出荷

回数がきわめて少ないメーカー及び特定港運業者には便利であっても，特定港

湾のセールスに直接寄与していない。港頭地区同様に，インベントリー機能の

場所として，メーカーに有利な面が拡充された場合には，事情が苦干異なる0

．（竹 生産地から港湾への近距離性は，利用港湾選択にあたって，第一義的な

要因ではない。その理由として，次のようなζとが考えられる。

( i ) トラック運賃が特約できること

(ii) 在来貨物，あるいは不定期船の貨物の場合，配船の面からの制約

(iii) 納期厳守の基準をより重視している ζと

(iv) 総合商社経由の場合は，総合商社の指示に従わなければならないこと

( v) 総合商社を利用した場合，たとえ距離要因で不利でも，換金速度が速

い乙とによる金利面で利得がある乙と

(vi) 憤熱性への執着

以上，利用港湾選択の基準を得るための調査にもとづいてでき得る限りの帰

納化を試みたが，物流革新が進行する中て二乙の考察を一助tとして，定量分析

を行なえば，なお， ζれが明確になるものと思われる。

注 (1）柴田悦子「港湾経済」 （成山堂書店，昭和47年6月） P P75～89 食料輸入が

大都市港湾に集中する要因についての詳細な分析がなされているので参照された

L、。

(2）運輸省第五港湾建設局 「東海地区定期船港湾計画調査報告書；（ I ）」 （昭和51

年3月） pp 115～153及びPP180～185を参照されたい。 利用港湾選択の要因が

定量的に整理されており 3 乙の基準を求める上での資料となる。
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